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2018年度第 6回理事会（2019年 1月 15日開催）資料 
 

教育検討委員会関連事項資料 
2019年 1月 8日作成 
担当理事 市川 洋 

 
審議事項 
1．教員養成等検討小委員会の廃止 
 本小委員会は連合の組織図では存在している。しかし、教員養成にかかわる問題が本小委員会で扱う

ことができないほど多様であることから、最近は活動が行われていない。この状況について、教育検討

委員会で検討・審議した結果、本小委員会を廃止し、教育検討委員会の中にWGを設けて、地学教育の
理念から見直し、問題を整理し、理数系学会教育問題連絡会などに働きかけることとした。 
 上の理由により、以下の教育検討委員会規則改正を提案する。 
改正前： 
第 4条 教育検討委員会のもとには、以下の小委員会を置く。 
(1) 大学及び大学院教育小委員会 
(2) 教員養成等検討小委員会 
(3) 教育課程小委員会 
(4) 教育国際対応小委員会 
附則 
平成 28年 11月 25日理事会改正 

改正後： 
第 4条 教育検討委員会のもとには、以下の小委員会を置く。 
(1) 大学及び大学院教育小委員会 
(2) 教育課程小委員会 
(3) 教育国際対応小委員会 
附則 
平成 28年 11月 25日理事会改正 
平成 31年 1月 15日理事会改正 

 
報告事項 
1．平成 30年度教員免許状更新講習実施報告 
講習名：数値シミュレーションで学ぶ津波の基礎 
開催月日：12月 27日、開催地：東京都文京区 
受講者数：3名（定員：15人） 
注）2件を開設したが、上の 1件のみを実施した。他の 1件（開催地：山梨県）は応募者がなかった。 
  その原因としては、参加者募集が短期間であったこと、広報が不十分であったこと等が可能性と 
  して考えられる。 
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2．第 11回日本地学オリンピック予選実施報告 
 第 11回日本地学オリンピック予選（兼第 13回国際地学オリンピック韓国大会予選）を 2018年 12 
月 16日(日)に，全国 70会場（44の大学等会場、26の特例（高校）会場）で実施した。応募者 1952
名の内、受験者は 1600名であった（欠席者は、大学等会場で 100名、特例会場で 252名）。 

3．第 13回科学地理オリンピック日本選手権第１次選抜試験実施報告 
 第 13回科学地理オリンピック日本選手権大会及び第 16回国際地理オリンピック世界大会（香港・中国）
の第１次選抜試験を 2018年 12月 15日(土)に、全国の 31の一般会場、25の特例会場にて実施した。
全体応募者 1450名の内，受験者数は 1326名であった（欠席者は、一般会場で 56名，特例会場で 68
名）。 

4．日本学術会議地球惑星科学委員会地球惑星科学人材育成分科会報告 
 第 5回人材育成分科会が 12月 28日に開催された。 

5．アースサイエンスウィーク・ジャパン 2019開催予定 
 昨年に引き続き、アースサイエンスウィーク・ジャパンを 2019年 10月 12日～18日に静岡県で開
催する。講演会（12日、13日）、巡検（12日）などを予定している。 

6．連合 2019年大会パブリックセッション概要 
 5月 26日(日)午後に行うパブリックセッション「社会と JpGUとの相互交流によって創る新しい地
球惑星科学教育」の構成を決め、以下の招待講演者に講演を依頼した。 

基調講演：少子高齢化・AI時代に向けての科学教育と新学習指導要領 
 滝川 洋二（NPO法人理科カリキュラムを考える会／NPO法人ガリレオ工房） 
研究者（地学・地理）からの発言 
 阿部 なつ江（国立研究開発法人海洋研究開発機構） 
 小口 高 （東京大学） 
高校教員（地学・地理）からの発言 
 小玉 秀史（千葉県立松戸国際高等学校） 
 小河 泰貴（岡山県立津山高等学校） 
大学・大学院学生（地学・地理）からの発言 
 大塚 英人（信州大学理学部 4年、4月から東北大学大学院学生） 
 宮尾 拓也（筑波大学大学院教育研究科 1年） 
企業人からの発言 
 千葉 達朗（アジア航測株式会社） 
市民と専門家の橋渡しについて 
 保坂 直紀（サイエンスライター） 

7．教育検討委員会 HP開設 
 12月 26日に、本委員会トップページ http://www2.jpgu.org/edu/top/ へのリンクを、 
連合トップページ＞組織＞委員会 http://www.jpgu.org/organization/committee.html に張り、 
一般に公開した（添付資料参照）。 

 
以上 
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教育検討委員会規則 

 

（趣旨） 

第1条 この規則は、定款及び法人運営基本規則に基づき、教育検討委員会に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

（任務） 

第2条 教育検討委員会は、学校教育及び社会教育における地球惑星科学に関わる諸問題

を担当し、委員会での検討結果を理事会に報告する。また、教育問題に関し、理事会から

の諮問に応じ、又は理事会に意見を述べる。 

 

（幹事） 

第3条 教育検討委員会には、幹事を置く。 

2 幹事は、正会員の中から、委員長が選任する。 

3 幹事は、委員長及び副委員長を補佐する。 

4 幹事の任期は２年とし、再任は妨げない。 

 

（委員会の下に置く組織） 

第4条 教育検討委員会のもとには、以下の小委員会を置く。 

(1) 大学及び大学院教育小委員会 

(2) 教員養成等検討小委員会 

(3)(2) 教育課程小委員会 

(4)(3) 教育国際対応小委員会 

 

（委員会の運営） 

第5条 法人運営基本規則第 18 条第 1 項の場合のほか、本委員会については、5 分の 1 以

上の委員により会議の招集が請求された場合、委員長は速やかに会議を招集しなければ

ならない。 

 

（委員の任期） 

第6条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長の任期） 

第5条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 

 

附則 

本規則は、この法人の設立の登記の日に遡って適用されるものとする。 

附則 

平成 26年 4月 28日委員会名変更 

平成 27年 10月 26日理事会改正 

平成 28年 11月 25日理事会改正 

平成 31年 1月 15日理事会改正 
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